
会員の皆様 

２０１９年１月４日 

                    株式会社 ティップネス 

月会費改定のご案内 

 

拝啓 小寒の候、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素よりティップネスに格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 

この度、誠に不本意ではございますが、諸般の事情により、下記の通り月会費を改定させていただきた

く慎んでお願い申し上げます。 

ティップネスではこれからも、心身の健康の維持増進を通じ、より豊かで、より快適で、より幸せな生

活実現の為の提案と提供を続け、皆様に心からご満足いただけるよう尽力してまいります。何卒事情ご賢

察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

                              敬具 

記 

 

１．月会費改定につきまして 

２０１９年４月分月会費より、月額５４０円（税込）／５００円（税抜）を値上げさせていただきます。 

  ※消費税法改正に則って、２０１９年１０月分以降は、１０％分の消費税をいただきます。 

 

２．対象会員種類につきまして 

フィットネスクラブ ティップネスにご在籍の「全国会員」「エリア会員」「店舗会員」「法人月会費制会

員」すべての会員種類が対象です。 

※各種オプション利用料、プライベートロッカー利用料、休会月会費は対象外です。 

    

３．一年一括でお支払のお客様 

２０１９年１月４日告知日以降に更新いただくお客様につきましては、一年一括料金のうち、 

２０１９年３月分までは改定前の料金、２０１９年４月分以降は改定後の料金を頂戴いたします。  

 

４．会員種類の変更、他店舗への移籍をお考えのお客様 

変更先会員種類の２０１９年４月以降月会費につきましては、お手続きの際にご案内いたします。 

ご確認の上、お手続きくださいます様、お願いいたします。 

 

以上 

 

※ご不明な点がございましたら、ご登録店舗までお問合せくださいますよう、お願い申し上げます。 

 

※「月会費改定のご案内」です。英語・韓国語・中国語・ポルトガル語のご案内をフロントにご用意し

ております。 

※This is a “guide to the changes to our monthly membership fees.” An English-language 

version of the guide is available at the front desk. 

※‘월회비 개정 안내’입니다. 한국어 안내를 프런트에 마련해 놓았습니다. 

※是〈月会费修定的通知〉。在服务台备有中文版。 

※Este é um [Informativo sobre a revisão do valor da mensalidade]. Temos o informativo em 

português à sua disposição na recepção. 


